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A p p l i c a t i o n  o f  N o n  R e g i s t r a t i o n  

 

 

  

☑

５  



住民票、戸籍の附票、戸籍の保存期間 

 

 
現 行 施行前 

住民票（除票、改製原住民票） 

戸籍の附票（除籍、改製原戸籍） 

【住民基本台帳法施行令第３４条第１項】 

消除した日から１５０年間 

（令和元年 6月 20 日施行） 
消除した日から５年間 

戸籍（除籍、改製原戸籍） 

【戸籍法施行規則第５条第４項】 

消除した年度の翌年から１５０年間 

(平成 22 年 6月 1 日施行) 

消除した年度の翌年から 

８０年間 


